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平成２３年２月２３日付で提起された生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）
に基づく生活保護廃止決定に係る審査請求について次のとおり裁決する。　　卜

主　　文

処分庁が、審査請求人に対し、平成２３年１月４日に決定した生活保護廃止決定
処分を取り消す。 二

理　　由

第１　事案の概要　　 犬
１　審査請求に至る経緯

下厂「処分庁」という。）は、生活保護法（以下「法」と

いう。）第１９条第Ｌ項及び法第３０条第１項に基づき、平成２３年よ1月４日付
で審査請求人㎜ （以下「請求人」という。）に対し、生活保護廃止決定
処分（以下「本件処分」という。⊃ を行ったところ、請求人は、これを不服とし
て、平成２３年２月２ ３日付で沖縄県知事（以下「当庁」という√）に対し、審
査請求を提起した事案である。　　 二　　　 １　　　　　　　 く

２　本件請求の趣旨及び理由　　　　　　　　　　　 ∇　＼
処分庁による本件処分の内容は、生活保護廃止通知書によると「居住の実態

を調査したが平成２２年１２月２８日まで実態がなかった。」としている。
これに対して、y請求人は「現在も請求人はアパートに住んでいることから廃

止理由には納得できない」等主張している０.
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本 件 審 査 請 求 は 、 処 分 庁 が決 定 し た 本 件 処 分 に 納芻 がい かず 、 処 分 の 取消 を

求 め る も の と 解 す る０.1　　　　　　　　　　卜　　　　　　　　１　　　　　　　　１　／．

当庁の認定した事実及び判断　　 ／　　ダ
認定事実
当庁の調査によると、以下めとおりと認められる。

（1） 平成１９年８月１０日　請求人の生活保護が開始。

（2） 平成２３年１月４日付　処分庁は本件処分を決定する。

（4） 同年２月２３日　当庁にて審査請求書を受理Ｏ当庁から処分庁へ弁明書の
提出を求めるＯ　　フ　　　　　　ト　＼　　　　　ダ

（5） 同年３月１１日・処分庁からの弁明書を当庁で受理。

（6）｡同年同月１４日　弁明書の副本を請求人へ送付。反論書の､提出を求める。

（7） 同年同月２８日　請求人からの反論書を当庁で受理。

２　判断　　 二　　　　　　　　　　･｡
（1） 法令等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レ　＼

ア　法第１条では、「この法律は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基
き、国が生活に困窮する全ての国民に対し、ぞの困窮の程度に応じ、必要。　　．　　　　Ｉ　・　　　・　φ ｌ　－
な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長

十　 することを目的とする。」と、この法律の目的を定めている。

イ　法第４条第１項では、「保護は、
資産、能力その他あらゆるものを、
用するこヽとを要件として行われる。

卜る。　　　　　　　 卜

生活に困窮する者が√そめ利用し得る
その最低限度の生活の維持のために活
」と、保護の補足性について定めてい

ウ　法第１９条第１項では、「都道府県知事、市長及び社会福祉法（昭和２
６年法律第４５号）に規定する福祉に関する事務所（以下/「福祉事務所」
という。）を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定め
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る と こ ろ に よ り 、 保 護 を 決 定 し 、 か っ 、 実 施 し な け れ ば な ら な い 。

一　 そ の 管 理 に 属 す る 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 内 に 居 住 地 を 有 す る 要 保 護 者

二　 居 住 地 が な い か 、 ズ は 明 ら か で な い 要 保 護 者 で あ っ て 、 そ の 管 理 に 属

す る 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 内 に 現 在 地 を 有 す る も の 」 と 、 実 施 機 関 に つ

い て 定 め て い る ○　　　　　　　　　　　、　　　　･■I　　　　　　”　　　　　 ・　　　÷･　　　　　･I

エ　生活保護法による保護の実施要領について（昭和３６年４升１日 厚生省発
｀　社第１２３号 厚生事務次官通知）第２では、「保護の実施責任は、要保護

者の居住地又は現在地により定められるが、この場合、居住地とは、要保
護者の居住事実がある場所をいうものであること。」と、居住地の定義を･

犬　している。

（2 ） 本 件 処 分 に つ い て　　　　 十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＝

ア　 処 分 庁 は 、 （1 ） 法 令 等 ウ に よ り 所 管 区 域 内 に 居 住 地 を 有 す る 要 保 護 者 に 対

し て 保 護 を 決 定 、 実 施 し な け れ ば な ら な い こ と と さ れ て お り 、 居 住 地 を 確 定

す る こ と は 、 実 施 機 関 を 確 定 し 、 保 護 の 実 施 を す る’う え で 必 要 不 可 欠 な 事 柄

・ で あ る 。　　　　　　　　　　　 ・｡･｡･　・　　　　　　　　・　・　　　｡　｡　　　　　　　　　　･･

イ　 ど こ ろ で 、 居 住 地 と は 要 保 護 者 の 居 住 事 実 が あ る 場 所 を い う も の 變 あ る

（ （1 ） 法 令 等 エ ） と こ ろ 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 の 居 住 事 実 を 確 認 す る た め 、 平

成 ２ ２年 １ Ｑ月 ２ ２ 日 付 で 賃 貸 借 契 約 を 締 結 し た 請 求 人 宅 の 居 住 実 態 調 査 を

行 っ た 。へ　　　　　　　　　　　　　 ▽

そ の 結 果 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 宅 か ら 生 活 必 需 品 等 の 確 認 が で き な か っ た こ

と 、 請 求 人 宅 の 賃 貸 借 契 約 日 か ら 平 成 ２ ２年 １ ２月 ２ ８ 日 ま で の 間 の 電 気 メ

ー タ ー 及 ぴ ガ ス メ ー タ ー の 数 値 に 変 動 が な い こ と 、 請 求 人 宅 に つ い て 処 分 庁

が 不 動 産 業 者 に 確 認 し た と こ ろ 、 平 成22 ’年 ｔ １ 月 １ 日 時 点 か ら 居 住 す る こ

と に 問 題 は な く 、 請 求 人 か ら の 改 修 の 依 頼 も な い こ と か ら 、ﾚ請 求 人 は 処 分 庁

の 所 管 区 域 内 に 居 住 実 態 が 無 い と 判 断 し 、 処 分 庁 に は 実 施 責 任 が な い も の と

し て 本 件 処 分 に 至 っ て い る 。　　 コ　 ト　　 ト　　　　　　　　　　　 ’
こ れ に 対 し て 請 求 人 は､、 電 気 メ ー タ ー 及 び ガ ス メ 一ヽ タ ー の数 値 に 関 し 、 請

求 人 宅 に は 生 活 に 必 要 な 家 電 は な く 、 夜 は ロ ウ ソ ク で 過 ご し 、 ガ ズ は カ セ ッ

ト コ ン ロ を 利 用 し た の で メ ー タ ー の 動 き は な い こ と 、 請 求 大 宅 め 水 回 り 、 電

気 コ ン セ ン ト 等 改 修 工 事 は 実 際 に 行 わ れ て い る と 主 張 して い る 。

ウ　 請 求 人 宅 に つ い て 、 処 分 庁 は 、 平 成 ２ ２ 年 １ １ 月 １ 日 時 点 か ち 居 住 に 問 題

が な か っ た 旨 主 張 し て い る が 、 請 求 人 の 主 張 に よ れ ば 、 同 年 １ １ 月 中 は 使 用

に 耐 え る 状 況 に な く 、 請 求 人 が 入 居 し た の は 同 年 １ ２ 月 ２ 日 で あ り 、 同 年

１ ２ 月L2 日 付 の 改 修 工 事 遅 延 に 係 る 家 賃 払 戻 し の 領 収 書 が 請 求 人 よ り 添 付
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されていることから、請求人宅は改修が必要であったことが認められる、
エ　また、処分庁は請求人宅を平成２２年１２月中に居住実態調査のため１４
回訪れ、電気メーター及びガスメーターの数値に変動がないことを確認し、
請求人宅に居住実態はなかった旨主張するが、処分庁は電気メーター及びガ
スメーターの数値と郵便物を確認するのみで、請求人の居住を実際に確認す

犬ることや周辺住民等に聞き取りする等は行づておらず、居住実態調査として
は不十分であるこ とが認やられる。よっ貳 ∇これをもづて請求人宅4こ請求人
の居住実態がなかったとまでは確実にいうこjとはできない。

オ　以上のことから、請求人宅に請求人の居住実態がなかっだとはいえず、処
分庁の本件処分には取扱いに瑕疵があったというべきである。　　 レ

カ　なお、請求人は法第６２条第､４項の弁明の機会を与えられていない旨主張
するが、弁明の機会は法第２７条の指導指示に従わないことにより保護の変
更、停止又は廃止の処分を行う前に与えられる規定であり、本件において適
、用されるものではないことを申し添える。

３　結論　 二　　　　　　　　　　　　　　 、･
以上のとおり、本件審査請求は理由があるので、行政不服審査法（昭和３７

年法律第１ ６ ０号）第４０条第３項の規定を適用して、主文のとおり裁決する。

平成２３年４月１２日

沖縄県知事
仲井眞 ．弘


